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自治体クラウド推進本部有識者懇談会（第２回会合） 

平成２２年１１月２日 

 

 

【須藤座長】  定刻となりましたので、ただいまから自治体クラウド推進本部有識者懇

談会の第２回会合を開催いたします。 

 初めに、本会議の開催に当たりまして、本日ご出席いただきました総務副大臣、総務大

臣政務官からごあいさつをいただきたいと思います。 

 それでは、まず、平岡副大臣、よろしくお願いいたします。 

【平岡副大臣】  皆さん、おはようございます。ただいまご紹介いただきました総務副

大臣の平岡秀夫でございます。私は、この自治体クラウド推進本部の有識者懇談会に出席

させていただくのは初めてということでございますけれども、前任者からも重要性につい

てはしっかりと引き継いでおりますので、どうか皆さん方のご協力といいますか、真剣な

議論をよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 

 既に、クラウドのお話については、皆さん方にお話しするまでもないわけでありますけ

れども、我々の認識としては、現在、全国の地方自治体においても、業務用システムにク

ラウドを導入しようという動きが広まってきているという中で、私たち総務省としては、

総務省というよりも、実はいろいろな顔があるわけでありますけれども、情報通信産業に

ついて見ている部局、あるいは地方自治体の関係を見ている部局、いろいろあるわけであ

りますけれども、我々総務省としても、全省挙げてクラウドの導入を支援していく取り組

みが必要だというふうに思っておりまして、それがこの自治体クラウド推進本部というこ

とになっているわけでございます。 

 ９月８日に開催されました第１回懇談会の議論というのは、自治体へのクラウド導入に

ついては、大幅なコスト圧縮と多大な効果が期待できることから積極的に推進すべきであ

るけれども、また、他方でさまざまな課題が存在するということだったというふうに聞い

ております。すなわち、クラウド導入にあわせていろいろな課題として、まず、個別自治

体ごとの固有のシステム導入のあり方をどう考えるのか。あるいは自治体のシステムを庁

舎外のデータセンターで管理することとの関連で、ネットワークセキュリティの水準をど

う設定すべきか。さらには、公平な競争性を確保し、各自治体の選択権を実質的に保障す

るため、各事業者が提供する業務支援用システムに係るデータの表現形式の標準化の取り
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組みの必要性があるのではないか等、多岐にわたるご議論をいただいております。そして、

これらの課題を克服して、自治体クラウドが推進されていくためには、何よりも国が責任

を持って取り組んでいくことが肝要であるというご指摘もいただいたところでございます。 

 本日の第２回の懇談会を開催するに当たりましては、まず、委員の皆さんのご指摘を受

けまして、自治体へのクラウド導入に係る諸課題に関する総務省の現在の取り組み等につ

いてご報告させていただきたいというふうに思っております。 

 冒頭申し上げましたように、皆様方の忌憚のない活発なご議論をお願いいたしまして、

私のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【須藤座長】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、逢坂政務官、よろしくお願いいたします。 

【逢坂政務官】  皆様、おはようございます。ご紹介いただきました総務大臣政務官の

逢坂誠二でございます。きょうは自治体クラウド推進本部の有識者懇談会ということで、

関係の先生方にお集まりをいただきまして、ほんとうにありがとうございます。私からも

お礼申し上げたいと思います。 

 長い話は避けさせていただきますけれども、私は北海道のニセコという町で町長をして

おりまして、そのとき、平成７年でございましたけれども、事務系の職員すべてに１人１

台パソコンを配置し、庁舎内ＬＡＮを構築させていただいた経験がございます。多分、そ

れは全国の自治体で最も早かった部類に属する取り組みだったと思っています。もちろん、

それ以前にも、外のコンピューターの会社にさまざまなデータの処理などを委託していた。

特に税務関係などは早くやっていたわけでありますけれども、その庁舎ＬＡＮを組んでか

ら、今度は内部業務についてもどんどん、いわゆる情報化の作業を進めてきたところであ

ります。しかし、そのときにやはり大きく課題になりましたのは、それぞれのベンダーに

対していろいろなものを発注していく。それぞれの自治体が自治体ごとに取り組みをやっ

ていくことでコストが非常に高どまりになる。そのことについて、議会でも毎度毎度指摘

を受けて、システムを更新するたびに多額の経費がかかる。こんなものは共同してやれば

もっと安くなるだろうという話だったわけであります。 

 そこで、北海道では、当時２１２の市町村がありましたけれども、そのうちの、具体的

な数はちょっと忘れましたけれども、半数ぐらいだったか、３分の１くらいでしたでしょ

うか、北海道内の自治体が手を組んで、ある一定のグループをつくって、今度はシステム

の開発をしていくということでコストを下げようとした取り組みがございました。しかし
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ながら、それも、多くの自治体が必ずしも賛同するに至らない。その理由は、先進的に導

入しているところもあれば、そうでないところもあるということで認識に差がある、導入

の度合いに差があるということで、なかなか一つにまとまって大きな仕事をしていく。そ

してコストを下げるということにならなかったというのが現実であります。 

 そこで、今度新たにクラウドという考え方が出てきて、ぜひ私としてもこのクラウドと

いう方向に向かって、自治体の情報処理の効率化、あるいはコストの低減というものを図

っていく方向になればなと思っているところであります。総務省のデータによれば、今、

全国の地方公共団体、この情報化関係の経費で年間に４,０００億円ぐらいお金を使ってい

るとも聞いております。そうしたコストが少しでも下がって、低廉で安定的に国民によい

サービスが提供できるように、ぜひこの懇談会でもご議論をお願いしたいなというふうに

思っております。 

 先生方の忌憚のないご議論に期待申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

ありがとうございます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、森田政務官、よろしくお願いいたします。 

【森田政務官】  おはようございます。森田でございます。９月から政務官としての任

をいただきまして、皆様方のご指導を賜りたいと、お願い申し上げます。また、本日は大

変ご多用の中、委員の先生方におかれましては、ご参集いただきましたこと、心から御礼

申し上げたいと思っております。 

 もうお二人が十分お話をされていますので、私からはほんとうに短くしたいと思ってい

ますが、私は議員になるまでは医療系、病院勤務医でありました。医療においても、この

１０年間すさまじい勢いで電子化というものが進んでいて、オーダリングの電子化、ある

いはレセプトの電子化、カルテの電子化、画像情報の共有電子化という流れで来ておりま

して、それをやることによって、患者さんお一人お一人に対する、例えば医療陣の接する

時間が増えるとか、もちろん質が上がる、標準化される、そういったことが一歩一歩着実

に実践されてきたように思います。 

 そういう中で、自治体のクラウドというものを通じた行政サービスの標準化、あるいは

共有化というものは、必ず結果として国民に対する福利厚生として返ってくるものである

と思っておりますし、我が国が置かれた諸情勢の中で、これからクラウド戦略というもの

は国家を挙げて大事にしなければならない戦略であると思っております。全世界で、今９
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３％が合衆国のひとり勝ちの状態でありますので、これに限らず、どうやって日本の技術

をクラウドの中に生かしていくかということは、総務省を挙げて取り組まねばならない大

きな課題であるように思っておりますが、どうか皆様方におかれましては、忌憚のないご

意見をいただきまして、ご指導賜りますことをお願い申し上げます。ありがとうございま

す。 

【須藤座長】  どうもありがとうございました。それぞれ副大臣、政務官から重要なご

あいさつをいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、大変申しわけありませんけれども、カメラ撮りはここまでにさせていただき

ます。ありがとうございます。カメラ撮りの方はご退室をお願いいたします。 

 まず初めに、事務局から資料の確認等をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【事務局】  事務局でございます。まず、お手元の資料を確認させていただきます。ま

ず、表紙、議事次第、それから資料のリストがございまして、１枚目をおめくりいただき

ますと、自治体クラウド推進本部、前回の有識者懇談会（第１回会合）の結果について。

１枚物でございます。それからおめくりいただきまして、「自治体クラウドの全国的導入に

係る論点」ということで、これが２枚物でございます。おめくりいただきますと、ここか

ら右下にページをつけておりますけれども、資料１として、「パッケージソフトの内容と自

治体業務の比較」、それが１－１、１－２、ずっとめくっていただきまして、１－９とござ

います。それから資料２でございますが、「ブロードバンド・オープンモデルによる『実運

用試験』」と題しました資料がございます。おめくりいただきまして、２－３までございま

す。資料３でございますけれども、「平成２３年度予算要求の概要」ということでございま

して、３－１、３－２とございます。資料４でございますが、「クラウドへの移行時におけ

る検討事項」ということで、４－１、４－２とございます。資料５といたしまして、「地方

公共団体におけるＡＳＰ・ＳａａＳ導入活用ガイドライン」、この概要版、パワーポイント

をまとめた資料でございますが、おめくりいただきますと、５－７まで４枚ございます。

最後になりますけれども、資料６といたしまして、６－１、「地域情報プラットフォームに

ついて」でございます。乱丁等ございましたら、ご連絡くださいませ。 

 以上でございます。よろしいでしょうか。 

 それから、委員のご出欠、本日の欠席についてご連絡申し上げます。尾家委員につきま

しては、本日所用でございまして、ご欠席ということでございます。 
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 以上でございます。ありがとうございました。 

【須藤座長】  それでは、ご確認いただいたと思いますので、議題に入ってまいります。 

 前回９月８日に開催されました第１回会合の議論を踏まえまして、「クラウド導入の課題

について」、事務局で整理した内容についてご説明をいただきたいと思います。ご意見は、

説明の後にそれぞれいただきたいと思います。 

 それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

【猿渡高度通信網振興課長】  失礼いたします。お手元の資料に従いまして、ご説明を

させていただきたいと思います。まず、横紙の第１回会合の結果というものにつきまして

は、ご案内のとおりでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、「自治体へのクラウドの全国的導入に係る論点」が２枚ご

ざいますけれども、縦紙、色で枠取りしてあるものでございますが、前回、下のほうにあ

りますクラウド導入の効果であるとか、クラウド導入を可能とする環境整備というのはか

なり整っているという確認の上で、本日の有識者懇談会に向けての論点ということで、そ

こにありますように、自治体におきましてカスタマイズが制約される、あるいはセキュリ

ティ対策等につきまして、あるいは３番目のデータ構造の標準化等につきましてというよ

うな課題が残っているという確認のペーパーでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、もう１枚の「自治体へのクラウドの全国的導入に係る論

点」というのは、これは資料の内容の目次でございます。まず１番目のポツでございます

が、クラウドサービスの導入により、個々の自治体の固有のシステムのカスタマイズ、改

修が制約される点につきまして、現在、各事業者さんの標準的なパッケージの機能でどこ

まで対応することができるか。２１０の自治体の参加を得て、可能性の検証をしておりま

す。その中間取りまとめをご報告したいというのが資料１でございます。 

 次のポツですが、庁舎外のデータセンターとの遠距離通信に伴うネットワークセキュリ

ティ上の不安というものに関しましては、庁内ＬＡＮと同じ技術を用いて専用回線機能を

有する広域イーサネットであるとか、各通信事業者が閉ざされた通信網を活用して専用回

線機能を実現するＩＰ－ＶＰＮ等のサービスがかなり実用化されて、低コスト化している

という前提で、さまざまな人口規模の２７の自治体の協力を得て、実運用試験をまさに行

わんとしていることについての説明が資料２でございます。 

 ３ポツ目が、データの表現形式の標準化等につきましては、来年度予算の要求で取り組

みたいということが資料３ということでございます。 
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 最後のポツが資料４、５、６ということで、クラウド導入のための検討しておくべき事

項ということで資料をつけさせていただいております。 

 それでは、中身に入りたいと思います。１枚おめくりいただきたいと思います。まず、

資料１でございますが、横長の形でごらんいただきたいと思います。これは２１０の自治

体のご協力をいただきまして、１１のパッケージベンダーさんのパッケージソフト、そこ

の下のほうに、ちょっと小さい字で恐縮ですが、対象業務ということで、住民基本台帳、

住民税業務等々１０業務ということで、自治体にアンケートをとって、このパッケージの

内容でどうだろうかということを検証している途中の仮集計でございます。 

 まず、データの項目というところの一番上の調査項目総数、これは延べでございますが、

１万７,９２８項目、約１万８,０００項目を２１０団体に聞きましたところ、当初、２,

８３９項目についてカスタマイズが要るのではないだろうかというご意見をいただきまし

た。その後、相互やりとりがございまして、パッケージで対応可というのが２,５６６、こ

れは２,８３９の内数でございます。パッケージで対応できるという意味に３つございまし

て、１つは、自分が今使っている社と違う社のものだったので、パッケージの使い方の意

味がわからなかったので、意味がわかったらパッケージで対応できることがわかったとい

うのが１点目。２点目が、パラメータの設定ということで、改修は必要ないけれども、設

定をすればできるということがわかったと。これが２点目でございます。３点目は、最初

は必要だと思ったけれども、よくよく考えたら、これは必要ないね。こういうような理由

で２,５６６はパッケージで対応できるということになったわけであります。 

 次が、事業者さんに最初提案いただいたパッケージとは別の附属システムの中にそうい

う機能があったので、これも簡単に対応できるねというのが１８３。残りの９０というの

は、何らかの形で機能向上をしていただければなというような形で残っているというよう

なものでございます。右側の処理機能も同様の調査ということになります。 

 １枚おめくりいただきまして、１－２をごらんいただきたいのでありますが、１－２が

この検証事業にご参加いただいた、上がパッケージベンダーさんの１１社の名前でござい

まして、下のほうが２１０の協力の自治体の名前ということになってございます。 

 右側に移っていきまして、１－３をごらんいただきたいんですが、これはパッケージソ

フトで対応できるとしたもののうち３番目の理由、最初は要ると思ったけれども、ここま

ではなというようなものの主なものでございますが、例えば一番上を見ていただきますと

住民基本台帳システムで、パッケージのほうは行政区コードとか、小・中学校区コードで
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住所を振り分ける機能があった。それにつきまして、当該市町村さんのほうから、うちは

公民館区分とか、組という地域割があるので、組コードというのを追加してもらいたいと

いう話があったのですが、これはなくても業務上は差し支えなかろうというような議論を

経た上で、パッケージで対応できるということにしておるわけでございます。 

 下の例えば処理機能のほうを見ていただきますと、１－３の下から２番目のところの人

事給与システムというのがありますけれども、パッケージソフトのほうには、総務省をは

じめとする指定統計のために必要な出力というのは、様式をそろえて出力できるようにな

っています。しかしながら、ある市町村におきましては、県が違う仕様を使っているので、

県の仕様に合わせたファイルを出力できるようなというご要望もあったのですが、それは

県のほうで考えてもらう話じゃないだろうかとか、そういうふうな議論をしているわけで

ございます。 

 続きまして、もう１枚おめくりいただきまして、１－４から後が、要はバージョンアッ

プしていただいたほうがいいだろうというものの９０のリストになるわけですが、そこの

右側のほうにございますが、例えば住民基本台帳の１－１の要望ですけれども、全パッケ

ージにその機能がないということではなくて、その機能について、６事業者の方から検証

としていただいたのですが、４事業者の方のパッケージソフトの中にもう入っていると。

ただ、たまたま２事業者の方に入っていなくて、そこをやられた自治体の方が、このバー

ジョンアップ欲しいねというようなものは一応残しておるという形でございます。細かい

話になって恐縮ですが、多々いろいろありまして、一番上の住民票の出力順位というのは、

これは住民票を個人個人で出すのではなくて、世帯単位で打ち出す場合に、基本的には長

男、次男という形で打ち出してくるんですけれども、その打ち出し順序を変えたいという

ような内容で、一応これもバージョンアップがあったほうがいいなということに分類はさ

れていますが、いろいろ議論はありました。そこまで要るのかというようなことでありま

す。 

 それで、いろいろ言って申しわけございませんが、戻っていただきまして、最初の１－

１のペーパーに戻っていただきまして、今後、もっと精査をした形でご報告申し上げたい

と思いますけれども、今のような格好ですので、データ項目処理機能につきましては、既

存の事業者さんのパッケージソフトも相当部分、業務には対応できるだろうと。ただ、い

わゆるグラフィカルユーザーインターフェースといいますか、画面の色であるとか、配置

であるとか、そういうなれている、なれていないという部分はありますけれども、データ
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項目処理機能については、かなり対応できるのではないだろうかという形で事務局として

は考えております。 

 次が、資料２をお開きいただきたいと思います。これも横長でございますが、これは実

運用試験というのを、これからでございますが、今月中にも始めたいというものでござい

ます。そこの右上のほうの概要にございますが、（１）ですが、協力していただく２７の自

治体の職員さんが、庁内ＬＡＮ上のパソコンにおいて、遠くのデータセンターから送られ

てくるアプリケーションを実際味わっていただくと。味わっていただいた上で、さまざま

な課題検証をやってみたいということであります。基本的には、アプリケーションの対象

業務としては、下の１０業務がございますが、これは自治体さんに選んでいただくという

形で考えてございます。 

 １枚おめくりいただきまして、２－２でございますが、ご協力をいただけることになっ

ております自治体さんの一覧でございますけれども、人口規模はさまざまございまして、

群馬県の明和町１万２,０００人というところから、大阪府の大阪市２６６万７,０００人

というようなところ、４政令市も含めてご協力いただける方向で今進んでおります。 

 次の２－３というのをごらんいただきたいんですが、こういう実運用試験の結果等を踏

まえ、有識者懇談会の先生方におかれましては、さまざまな論点をご議論賜ればというふ

うに思いますけれども、一応大きく３つあるのかなということでございます。２－３の一

番上ですが、庁内端末というのは役所の中のパソコン、あとはデータセンターというのは、

ソフトウェアベンダーの事業者さんがサーバーを置かれているデータセンターで受ける信

頼性の確保ということで、３点あるかと思います。１点目は、遠距離から、データセンタ

ーからアプリケーションをオンラインで送ってきた場合に、庁内ＬＡＮ、庁舎の中にサー

バーを置いていた場合と、画面の立ち上げスピードとか、切りかえ速度とか使いにくくな

ったということでは業務上支障がありますので、このあたりどうなのだろうか。どのくら

いの回線の速さがあれば、庁内に置いているのと同等の効果があるのだろうかというあた

りも検証してみたいということでございます。それとあと、残りの２ポツは庁舎内におけ

るアクセス管理であるとか、あるいはデータセンターにおけるセキュリティ管理であると

か、そういうところについての論点を整理していただければという形でございます。 

 ２番目がネットワークの信頼性の確保ということでございまして、庁舎とデータセンタ

ーの間をつなぎますところの高速ネットワーク網、ブロードバンドネットワーク網の信頼

性の確保方策ということで、パケットの盗聴とか、ルータへの攻撃等のリスクへの対応方
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策はどうなのであるかとか、２番目は、先ほどもありましたけれども、業務を安定的に遂

行するためには、どのくらいの回線帯域が要るのだろうかと。あるいは業務に使いますの

で、実際通信がされているよというだけではなくて、アプリケーションレベルといいます

か、実際業務が正常に行われているというようなことを業務保証していく必要があるだろ

うということで、死活監視、性能監視といったようなものが必要になってくるのではない

だろうかというものでございます。 

 ４ポツ目は、さらに複数自治体と複数のデータセンター間のネットワークセキュリティ

につきましては、さまざまな角度から集中監視が必要であるとか、あるいは庁舎の中のパ

ソコンにはアドレスが振ってあると思いますが、外へ出るときは、またグローバルアドレ

スといってアドレスを振りかえるということになると思いますけれども、そのあたりが市

町村間でダブりがないようにとか、そういうふうな調整等々も必要になってくるだろうと

いうふうに思われます。 

 ３番目が的確な障害対応に係る体制のあり方ということで、２４時間３６５日、どのよ

うな体制が必要かというあたりを論点として、一応事務局のほうから用意させていただき

ました。 

 続きまして、資料３でございますけれども、これは申しわけございませんが、まだ要求

中の事案でございますので固まったものではありませんが、来年度の予算に関しまして、

現在１０億円等の内容で大きく２つの項目を要求させていただいております。施策のほう

の１番目をごらんいただきたいと思いますが、自治体による事業者の選択権を実質的に保

証するためのデータ構造の標準モデルの構築と、そのソフトウェアを実際につくってみた

いというようなことが１点目でございます。今回は特にこの点が関係あるかと思ってご説

明申し上げます。 

 参考までに、２点目でございますけれども、要はいろいろな複数のデータセンターで複

数のサービスを使って自治体の職員の方が作業される場合に、それぞれにサインオンとい

うか、ＩＤパスワード等々を使ってやっていくのは大変なのでシングル・サインオンを使

うということになるかと思いますが、それが自治体単位でできるのであれば、その延長線

上に住民の方々も、一軒一軒の家にＦＴＴＨといいますか、ブロードバンドが各世帯に行

けば住民の方もできるはずであるというような前提で、そのためのルールであるとか、ア

プリケーションモデルであるとか、ネットワークセキュリティというようなものも要望し

ておるという内容でございます。今回は、このうちの１番についてご説明申し上げます。 
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 １枚おめくりいただきまして、３－２というのをごらんいただければと思います。「デー

タの表現形式の標準化」ということでございますが、下にデータ項目の不一致例というの

を書かせていただいていますが、大変申しわけございませんが、さまざまなソフトウェア

ベンダーさんのつくりの中で、例えば１番でございますけれども、同じ番号をつけるのに、

識別番号という日本語で認識したり、個人番号と名前をつけたり、要は日本語のつけ方が

違うと。これが違っても、相互にやりとりができないということであります。２番目は、

コード情報の有無ということで、例えば西暦のほかに平成という和暦を要るとしていると

ころとか、西暦だけで管理している方とか、ここも対応できないということになります。

３番目のコード値の持ち方の不一致。これは細かく言いますと、お孫さんというのを判断

する場合に、子供を例えば０１で判断するとしたら、孫は子供の子供なので、一覧に０１

０１と書いて１回で表現するソフトウェアと、最初０１と書いて子供に行って、子供の子

供だから、それも０１と書いて２段で表現するとか、そういうふうな不一致等があります。

あと、４番目が情報の持ち方の不一致で、例えば住基なんかの異動事由をコード（数値）

で表現して、別にコード対応表というのをつくるソフトウェアと、一々日本語で表現して

いるソフトウェア、こういう等々の差がございます。非常に細かい話ですけど。 

 次の３－２というのをごらんいただきたいんですが、このあたりを標準化するにはどう

したらいいかということで、データ移行の作業イメージという下の図をごらんいただきた

いんですけれども、例えばＡ市、Ｂ市、Ｃ市がそれぞれ旧のシステムから新のシステムに

移行するときに、ソフトウェアの事業者さんが異なったという場合になりますと、先ほど

申し上げたような違いがあるものですから、そのたびごとに移行のためのソフトウェアツ

ールをつくって、対応できない場合は手作業でいろいろやる。それで、正直申し上げまし

て、億の単位での移行経費がかかるということになってございまして、これがベンダーロ

ックインの原因ではないかというふうに言われているわけであります。 

 したがいまして、今度は右のように中間的な各事業者さん、市町村、都道府県さんのご

協力を得て、標準的なレイアウトをつくっておいて、それで交換できるようなソフトウェ

アを国費で提供させていただければ、従来ばらばらのものをこの標準なものでやっていけ

ば、ほとんど無償に近い形でデータ移行ができるのではないだろうかというものでござい

ます。 

 上のほうにまいりまして、参考でございますけれども、参考１ということで、戸籍事務

におきましては、既にそういう前例があるということを書かせていただいております。そ
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れで、最後に３－３、裏側にございますが、じゃ、どんな作業になるのかということです

が、ありていに言えば、作業項目は多いけれども、そんな難しい問題じゃないということ

でございます。例えば例として、住所で北海道東西市南北町云々という住所をどう表現す

るかということですが、Ａ社さんのパッケージは、都道府県コードが北海道だから０１に

なると。市町村コード、字のコードまでをコードで表現すると。地番が５５－５と書いて

あって、地番表現コードというのは、この５５－５というのをどう読むかというので、５

５番地の５と読むなら０１というコードだし、５５番５号と読むなら０２とか、そういう

ふうな表現をしてあります。 

 右側が他社さんのパッケージの格納方式で、ここは都道府県コード、市町村コードまで

はコードであらわすけれども、字名以下は日本語で表現するというものがあります。これ

を合わせる場合、どうするかということですが、これはコード表記の深さが違う場合は、

より浅いほう、最大公約数に合わせるということになりますので、中間レイアウトとして

は、Ｂのパッケージのような形で合わせておけば、ＡからＢの移行は簡単にできると。で

も、ＢからＡの移行は手作業でやらなきゃいかんわけですから、中間のレイアウトとして

はＢのものが採用されるということになります。 

 名前につきましては、総務太郎というときに、まず氏名という欄があって、その次に氏

と名という２段目で分けて、氏が総務で、名が太郎だというパッケージがあります。違う

パッケージは、氏名とあって、いきなり総務太郎と書いてあります。こういうふうに格納

階層が違う場合は、これも最大公約数で、より浅いパッケージのほうに合わせていく。こ

ういう作業をやっていってソフトウェアに組んでいくというようなことを今要求している

と。これによって、いわゆるベンダーロックインの原因であると言われておりましたデー

タ移行経費を大幅に安くすることが可能ではないかというふうに考えてございます。これ

が資料３でございます。 

 資料４ですが、すみません、長くなりまして。これはあらあらの資料で申しわけないん

ですが、今後クラウドに導入される場合には、今までと導入形態が大きく異なるのではな

いかというふうに思われておりまして、今まではパッケージを買われましても、それを全

部スクラッチで１対１で全部やりかえてカスタマイズされておりましたので、コスト購入

経費、そのソフトウェアの購入経費が一番の課題ということでございましたが、今度は既

製品のものをオンラインで取るということになりますので、じゃ、どうやって判断するん

ですかということでいろいろ聞いておりますが、２番目の目標でございますが、既存シス
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テムと比べてコストがどれだけ安くなるのか。これは当然でございますけれども、２番目

に、組織定数とか業務改革にこの既存のソフトウェアはどのくらい役立つのか。３番目に、

住民へのサービス向上のためにこのソフトウェアはどのくらい役立つのか。こういう３点

から比較衡量して導入を決定していただくというような方向になってくるのではないだろ

うかということでございます。 

 具体的な達成方法でございますが、情報化コストとしては、ソフトウェアについては、

パラメータ等々がどれだけうまくできているのか。したがって、カスタマイズをしなくて

も標準機能でどこまで業務がスムーズに運営できるのか。あるいは法改正等々の追加があ

った場合に、費用を発生せずにどこまで対応できるのかということを検討していただくと

か、そういう検討事項がいろいろあるだろうと。組織定数・業務改革については、入力作

業が何段階減るんだと。あるいは情報共有がどれだけ広範囲でできるんだということで作

業工程が大きく変わってまいりますので、それが組織定数とか影響してくるというあたり

をきちんと検討する必要があるんじゃないか。３番目の住民サービスの向上ということに

つきましては、窓口のワンストップ化であるとか、そういうことをきちんと検証した上で

導入というような形になっていくんじゃないだろうかというのが検討事項でございます。 

 ４－２、ちょっと長くなって恐縮ですが、これは実際、どの製品をお使いになるかとい

う検討事項なんですが、製品が決まった場合に契約が要るだろうということで、これは実

は有識者の委員の岡村委員におかれまして、まず、光ブロードバンド活用方策検討チーム

に出されました資料の抜粋でございますが、クラウド契約をする場合にいろいろな留意点

がある。まずは１番としては、情報セキュリティは事業側のサービスレベルに依存せざる

を得ないので、どのぐらいやってくれるのかというのをしっかり検討する必要がある。２

番目は、コンプライアンスにつきまして、事業者がどのぐらいやってくれるのか。３番目

は、先ほど言いましたように、事業者をかえたりとか、そういう場合にコストが発生しな

いようなことも実際確認しなければいかんし、一番大事なのは、４番目の契約違反があっ

た場合にどのような救済が担保されているのか等々をじっくりと契約のところで留意すべ

きということでございます。 

 これを受けましたサービスレベルアグリーメント等につきましては、担当をかわりまし

て、ご報告します。 

 以上でございます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。 
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 それでは、資料５について、これも事務局からお願いいたします。 

【高地地域情報政策室長】  資料５でございますけれども、「地方公共団体におけるＡＳ

Ｐ・ＳａａＳ導入活用ガイドライン」というものを平成２２年４月に総務省のほうから公

表しております。これは自治体向けにつくったものでございまして、自治体がフロントオ

フィス業務、これは電子申請とか、電子入札とか、住民、あるいは企業さんと直接向き合

うような業務でございますけれども、これに使う情報システムを外出しすると。ネットワ

ークを通じて、そういうシステムを使うことをＡＳＰ・ＳａａＳというふうに一般に言い

ますけれども、その導入のためのガイドラインとしてつくったものでございます。 

 コストメリットを発揮するという観点で、基本的にはノンカスタマイズというものを想

定したような内容になっております。１枚目の下半分は構成でございますので飛ばしまし

て、２枚目をごらんいただきますと、まず、ＡＳＰ・ＳａａＳ、クラウドを導入する際に

も参考になると考えておりますが、これを導入する際の具体的なプロセスとして、やはり

早い段階で業務にどういった要件が求められるのかと、システムに対して、どういう要件

を求めるかということを明確にするというのが１つのポイントかなと思っております。 

 それからもう１点が、契約とは別にサービス品質を担保する文書を取り交わすというこ

とが必要になってまいります。このＳＬＡという文書なんですけれども、これにどういう

内容を求めるのかということでございます。下半分をごらんいただきますと、「ＡＳＰ・Ｓ

ａａＳ事業者との契約書（サンプル）」ということで、このガイドラインの中では、実はＡ

ＳＰ・ＳａａＳ事業者と取り交わす契約書のひな形的なものをつけております。 

 ここでデータセンターに対する調査とか、あるいは情報の取り扱いといったさまざまな

ことを盛り込んでおりますが、１つ、今までの議論との関連で申し上げますと、契約終了

後の処理という部分の中で、データ移行の扱いについて記述しております。ここでは事前

に、契約の段階でデータ移行の方法とか、期間とか、あるいは費用分担について整理して

おくべきであるというような記述としております。 

 それから、３枚目をごらんいただければと思いますが、ＳＬＡの内容でございます。ま

ず、定義ですけれども、これはＡＳＰ・ＳａａＳ事業者と利用者が、契約とは別にサービ

ス内容及びサービス品質についての事前の合意内容を明文化したものでございます。これ

を締結するメリットがその下に書いてございますが、サービスの具体的な内容とか品質と

いうのを明確に理解することができる。あるいはその品質を継続的に確保できる。また、

責任の分担の明確化ということがございます。さらに、定量的な指標で一般に締結いたし



 -14- 

ますので、サービス改善にも役立つというようなことがございます。 

 このＳＬＡを締結する際の留意点でございますけれども、やはりサービスを利用する業

務にとって、どの程度のサービス品質が妥当なのかということを詰めて考える必要がある

ということでございます。言ってみれば、過剰な品質を求めるということになりますと、

それが人件費とか、あるいはシステムの経費ということで全体の費用負担にはね返ってま

いりますので、そこを勘案しながら検討することが必要になるということでございます。 

 それから４枚目をごらんいただけますでしょうか。ＳＬＡ締結の流れということですが、

やはりサービスへの要求水準というものは、早い段階でＡＳＰ・ＳａａＳを例えば使うと。

さらにそれを調達するという段階から想定しておく必要があるということでございます。

どういうような水準を求めるのかということをあらかじめ事業者に言っておく必要がある

ということでございます。 

 下がＳＬＡの要求水準の考え方でございまして、特にサービスを利用する上で重要な要

素として、「機密性」、あるいは「可用性」というものを想定しております。このガイドラ

インの中では、その要求水準を一定程度パターン化しまして、「対策参照値」というものも

提示しております。これを参考にしていただいて検討いただきたいという内容のものでご

ざいます。 

 ５枚目をごらんいただきますと、具体例として、サポートサービスの対策参照値につい

て提示しております。これは比較的人件費に直結する部分ですので、高い水準を求めれば、

それがコストにはね返るということで、その業務がどの程度こういったものが必要になる

のかということをよく勘案して決めていただきたいということの一つの指標でございます。 

 それから下半分にＳＬＭというものが出ておりますが、このサービス品質を保証するＳ

ＬＡも一度締結して終わりではなくて、やはりサービスの利用期間において継続的に見直

す必要があるということで、Service Level Management、ＳＬＭといいますが、これが必

要になるということでございます。ＳＬＡに基づくサービスが安定的に提供されているの

かというような評価を行い、それを反映させるというプロセスでございます。 

 ６枚目をごらんいただきますと、特にＳＬＭを行うに当たっては文書化というのが重要

な作業になるということでございまして、一般的にどのようなドキュメントを整備する必

要があるのかということを整理しております。下半分はＳＬＭを通じてＳＬＡを見直して

いくに当たって、地方公共団体側とＡＳＰ・ＳａａＳ事業者側でどういった役割分担が求

められるのかということについて記述しておりますが、一般的に申し上げて、事業者の側
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ではきちんと評価項目について計測し、それを定期的に報告する。あるいは選択肢を提示

して、どの程度費用にそれが反映され得るのかというようなことをきちんと整理しておく

と。地方公共団体側はそういった報告を受けて、よりよいサービス利用の形というものを

きちっと検討して、その合意を目指すというようなことだろうと思っております。 

 最後、７枚目でございますけれども、今のプロセスをポンチ絵風にまとめておりまして、

サービスの導入企画から調達、利用、契約の更新という形で、こういうプロセスをぐるぐ

る回すことが必要であるということを記述してございます。 

 ガイドラインについては以上でございます。 

【西泉地方情報化推進室長】  続きまして、資料６をお願いいたします。地域情報プラ

ットフォームにつきまして、簡単にご説明をさせていただきます。 

 地域情報プラットフォームとは、緑の囲いの１つ目の丸ですけれども、さまざまなシス

テム間連携、これを可能にするための業務面や技術面のルール、標準仕様でございます。

真ん中の図を見ていただきますとおり、自治体の情報システムは、住基、住民税、介護な

ど、それぞれのシステムが別個独立に存在しているというより、相互に連携が求められて

おります。一方、各システムがベンダーの独自仕様でつくられていて、なかなか連携もま

まならない。連携するとしても、手間とお金がかかるという現状でございまして、この辺

を解決しようというものが地域情報プラットフォームでございます。この地域情報プラッ

トフォームを活用することによりまして、システム間の円滑な連携が可能になって、業務

の効率化でありますとか、ワンストップサービスの実現といった住民の利便性の向上にも

つながってくるものというふうに考えております。 

 この地域情報プラットフォームと自治体クラウドの関係でございますけれども、自治体

クラウドにおきましてもシステム間の連携というのが必要になってまいります。その面で

システム間連携のルールであります地域プラットフォームの活用は重要なものだというふ

うに考えておりまして、自治体クラウドと地域プラットフォームというのは一体となった

取り組みを推進していきたいというふうに考えております。 

 標準仕様書というものをつくって普及啓発、普及促進に努めておりますけれども、現在

の取り組み状況、資料の下のほうに掲げております。平成２２年４月１日現在で１６０団

体を超える団体でございます。まだまだ数的には少ないのが現状かもしれませんけれども、

この１年の状況を見ましても、随分増えてきているという状況でございます。 

 また、ベンダーにおきましても、このプラットフォームに準拠したパッケージソフトの
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開発もどんどん進んでいるところでありまして、この仕様に準拠したパッケージを使った

クラウドサービスを実施するところも出てきている状況でございます。こういったことも

踏まえまして、この地域情報プラットフォームにつきましても、自治体クラウドと一体と

なった取り組みを推進してまいりたいというふうに考えております。 

 私からは以上でございます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございました。資料１から資料６までご説明いただき

ました。これを踏まえまして、クラウド導入の課題に関しまして、委員の皆様からご意見

を伺いたいと思います。ご自由に、どのような点からでも結構ですので、ご発言をいただ

きたいと思います。 

 岡村委員。 

【岡村委員】  若干、私から見て、この点も加えていただけたら、という点を申し上げ

たいと思います。まず、自治体のデータを電子化するに当たって、条例を手直しする必要

がないのかということでございます。具体的には、これまで法律レベルでは申請あるいは

データ保存の方式を紙に限定されていた業務について、それを電子化することが可能にな

るように法律で手当てをしたわけでございます。同様の見地から、条例についても、まだ

紙に限定しているような業務が残されている場合には、条例、あるいは自治体の内部の規

則を手直しする必要があるのかないのかという点が問題になろうかと思います。 

 それから、データ標準化との関係でも、例えば項目が条例、あるいは自治体の内部規則

で特定されているような場合に、データ標準化を図るに際して、そういう必要な事項とい

うことについて、標準化の妨げにならないような形で共通化をしていく必要があるんじゃ

ないかということが、システムレベルに限られることなく、条例とか、内部の規則類に関

しても出てこようかと思います。これが第１点でございます。 

 それから、それとの関連で、データの標準化を図る際に、事務についてもできるだけ経

費削減という観点等々からして、手順の簡略化を図る必要が出てくるような項目があるん

じゃないかと。それを条例、あるいは自治体の内部の規則レベルで動かしていくことのほ

うが望ましいような場合があるんじゃなかろうかと思いますので、そうしたものの検討と

いうことも必要となってこようかと存じます。 

 最後に、全然関係がない点でございますけれども、ＳＬＡの話が出ましたので一言だけ

申し上げます。これはサーバを国内に置くかどうかでも相当変わってくることではござい

ますけれども、自治体の業務とサポートなどの時間の対応関係というのをはっきりしてお
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かないと、真夜中にサポートはしてくれるけれども、肝心の業務時間中に何か問題が生じ

た場合に、時差の関係でサポート時間外となってしまい、対応してくれないというのでは

困りますので、その点についても漏れなく適正になっているかどうかをＳＬＡについては

チェックすべきではないかと思います。 

 以上です。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。ただいまいただいた条例改正、ＳＬＡに

ついて、関係してご議論いただいても結構ですし、ほかのご意見でも結構です。後ほど、

今の岡村委員のお話に関して、事務局のほうで何かコメントすべき点があれば、またコメ

ント、今でも結構ですけれども、していただければと思います。お願いします。 

【猿渡高度通信網振興課長】  再度確認は必要だと思いますが、データの電子化につき

ましては、七、八年前に、国の動きと同様に、大半のところは条例でもデジタルで対応で

きるというふうになっているとは思いますけれども、それは一部そうなっていないという

のもあり得るとは思いますので、そこはよく検証が必要だと思います。 

 ２番目の事務の簡略化云々につきましては、当然、この検討も踏まえてデータの標準化

と。戸籍もまずは事務の流れを確認した上でデータが標準化されておりますので、そうい

う作業というのは当然必要になってこようかと思います。またご指導いただければと思い

ます。 

【須藤座長】  どうもありがとう。ほかに何かございますでしょうか。 

 お願いいたします。 

【新免委員】  少し基本的な話なのですけれども、最初にご説明いただきました論点の

中で、さまざまな実証的なもの、あるいはモデル的なものを作成されていくということで

実質的には解決していくのでしょうが、この仕組みの成果をどういう形でオーソライズし、

そして、どういう形で普及させていくのかな。例えばベンダー任せなのか、ある程度の、

ガイドラインという形で出ても、なかなか受け入れる段階になれば躊躇する自治体という

のは結構多いと思うのですね。だからそこの部分を、ある意味でインセンティブを与える

ような仕組みというのが期待されると思うのですけれども、そういったものが準備されて

いるかどうかというのが一番気になります。 

 ある程度の拘束力というのですか、規格化、標準化という、もう一つ上の規格化とか、

そういうレベルにまで持ちあげていくことによって、ある程度自治体のやるぞという気持

ちに持っていくための仕組みというのが欲しいなという感じがします。確かに技術的な問
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題だとか、そういったものは、こういうモデルの事業の中でかなり解決していくと思うの

で、ぜひ、そこのところまで、このタイミングで進めていただければなという気がしてお

ります。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。普及させる体制という、インセンティブ

が重要という新免委員からのご意見でしたけれども、この点について何か、事務局ありま

すか。 

【猿渡高度通信網振興課長】  たびたびすみません。先ほど資料１、２等でご紹介いた

しました実証試験の中身でございますけれども、まず、この意義は、法定業務につきまし

ては、かなり政令、省令まで含めますと、細かい様式等まで決まってございます。ところ

が、なかなか自治体ごとにばらばらであるというようなご意見もありましたものですから、

実際どうなのだろうかということで、既に市販のパッケージソフトでデータ項目数と処理

機能というものについて比較対応をした作業ということでございます。まだ最終結果、ま

た見方もありますので、独断的なことは申し上げにくいんですが、中間取りまとめの中身

を見ますと、やはり基本的なデータ項目とか、処理内容というのは法定されておりますの

で、結果的に既存のパッケージソフトの中でも、ほぼ結果的に標準化されていると言って

も差し支えなかろうと。あと、それが自治体からの要望との対比を見比べた場合も詰めて

いけば、なれたシステム、なれていないシステムとありますけれども、データ項目とか、

処理機能という仕事をするという意味においては、既に過不足のないものがかなり市販は

されているのではなかろうか。 

 ただ、こういうものは、より関係者のご了解を得てオープンにしていく中で、事業者さ

んのほうでも、やはりバージョンアップの要望があった項目とか、ほかの事業者にあるの

に、自分のところはなかったとか、そういうものは鋭意工夫をしていただいて、よりよい

ものにしていただきながら、その事業者さんの競争と自治体の自由な選択権の中で選んで

いくというような中でアプリケーションというのは選択されていくのではないだろうかと

いう前提での実証試験ということでございます。 

 インセンティブにつきましては、支援内容のあり方につきましても、今後またご議論を

賜ればと思いますが、１つ言えることは、先ほどちょっとありましたけれども、情報シス

テムコストが、いわゆる情報主管課が管理しているものが４,０００億円程度ありますし、

それ以外に税務主管課が管理しているシステムがありますので、合わせれば６,０００億円

を超える経費が毎年投じられている。これにつきまして、クラウドサービスを導入してい
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くということになりますと、これはあくまでも過小の計算ですけれども、２分の１には確

実になるし、３分の１も可能であるというような形の試算もありますので、財政厳しき中

でのコスト削減努力というものを真摯に考えていただきながら取り組んでいただくことが

必要だろうと。 

 ２点目は、さまざまなノウハウが既に埋め込まれておったり、情報固有の仕組みがあり

ますので、そういうものを使いこなしながら住民サービスの向上というものにも努めてい

ただきたいというふうに当方としては思います。さらにその上で、さまざまな追加の支援

措置等々について、またご議論賜ればというようなことでの資料でございます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。ほかに何かございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

【豊田委員】  今の新免委員の話にもちょっと関連しますが、実際に自治体クラウドを

導入するに当たって、論点のところにも書いてありますけれども、どの業務に対して、ど

の規模を想定して、どれくらいの拘束力を持ってやるのか。国がどのくらい決めて、自治

体としてどれくらいの自由度を持たせるのか。また、規模としても、これは前回も申し上

げましたけれども、政令指定都市レベルの自治体と小規模な自治体では、業務の内容とし

ては一緒でも、システム的に若干異なったりする部分もあるのかと思いますけれども、そ

のあたりをどうしていくのか。 

 実際に、各自治体の立場からすると、当然コストをかけたくないですし、また職員の手

間も、毎回システムの再構築ごとにすごい労力をかけてやるというよりは、パッケージな

り、クラウドを活用することが有効だと思いますし、法改正の際にも一々システムの改修

について自治体で考えるのではなくて、ベンダーのほうでさっさと対応していただけると

いうことが理想的だと思います。けれども、そこまで実現するためには、標準化の作業に

しても、国が主体的に、ベンダーに対して拘束力をかけていかないと、なかなか実現しな

いことなのかと思います。そのあたりの、どこまで、だれが、何をやるべきかということ

も、今回の委員会でなるべく決めていかなくてはいけないことなのかなというふうに思い

ます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。これについても、おそらく事務局でコメ

ントできると思いますけれども、何か今の点に関しまして、国の拘束力、ベンダーに対す

るチェックの体制、それから自治体の裁量権といいますか、自由度といいますか、そこら

辺は構築運用においても重要になってくると思いますが、何かご意見があれば、ほか受け
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賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 遠藤委員、お願いします。 

【遠藤委員】  小零細の市町村の立場からお話し申し上げます。山形県の置賜地域２市

４町の平成１８年の情報に関する予算が４億９,０００万円ほどありました。今回の共同ア

ウトソーシングを行った結果、試算ですが、２億９,０００万円になるということで、全体

で４０％のコスト削減ができます。豊田委員もおっしゃったように、さらに内部の業務に

つきましても、２００人、３００人の規模の自治体の中で、それぞれの法改正のたびにシ

ステムを検討するというのは、非常に過重で大変でした。また、加えて専門の職員を配置

するというのもなかなか難しい自治体があると思います。そういった中で、パッケージを

信頼し、指定した事業者、ベンダーと情報担当課がしっかりすり合わせてクリアするとい

うふうなことをやっています。 

 ちょっと話が戻りますが、コスト削減の効果を出す前にデータ移行のお話がありまして、

これは少し難儀した経過があります。この辺、国のほうのお考えなり、指導が必要かなと

思いますが、前のベンダーさん、事業者から新しい今回の事業者にデータ移行する際に、

仕様書なり、プログラム設計書は有料であると。これはベンダー側のものであるというよ

うなことで、１つのファイルごとに１個１個おろすには１ファイル５万円とか、そういう

ふうな話になるわけです。小さな自治体でもファイル数は１,０００とか、そのくらいにな

りますから、数千万円そこで何とかしなさいとなりますが、これはできる話ではありませ

ん。 

 ですので、私どもは新しい事業者と担当のほうで旧システムから出力したデータと画面

を比較し、類推しながらマッピング作業をやらざるを得なかったという手間のかかった作

業をさせていただいています。その期間、非常に低廉には終わりましたが、多分これから

共同アウトソーシングなさる、あるいはクラウド利用を考えていらっしゃるところでは、

そこのクリアをどのように国のほうでご指導いただけるかというのがとても大事なことだ

と思います。前回、大山先生もその点はお話になりましたが、その最初の段階で、インセ

ンティブとはなりませんが、クリアしていただきたいということ。 

 あと、それぞれの市、町では、契約期間がばらばらなので、クラウドは喫緊の問題なわ

けです。ですので、これから２年後、３年後というあたり、あるいは半年後のところもあ

ったりするときに、どういうふうに力の入れぐあいを、あるいは計画策定を支援していく

か。その下には県や、あるいは事業者がどういうふうにかかわっていくか。その辺も小さ
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い自治体にとっては大変大きなインセンティブにもなってくるかというふうに思います。 

 以上です。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。重要な論点だったと思います。この点に

ついて、ほか何かご意見。 

 岡村委員。 

【岡村委員】  今の法改正への対応という点に関してでございますが、国レベルの法改

正につきましては、総務省が運営する行政ポータルサイト「電子政府の総合窓口ｅ－Ｇｏ

ｖ」にある「法令検索」によって、もう既にそうした法改正データが省令に至るまで、迅

速に公表されておりますし、また、省庁によっては通達類もある程度サイト上で公表して

おられますので、そういうものとの連携を図って有効活用することができないかどうかと

いうことを検討する必要があるように思います。せっかく電子政府の総合窓口で法令デー

タを公表しているのですから、電子自治体との連携をあと半歩進めることで、合理的な取

り組みができるはずであり、また、それをすべきではないかと思う次第です。 

 以上です。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。ほか、今の論点について。 

 お願いいたします。山戸委員。 

【山戸委員】  先ほどの資料１の関係なんですけれども、今現在やっております、大分

で５団体でやっておりますところのいわゆる共通化の状況でございますが、私どものほう

はこのシステムをやるときに、最初に要求項目が大体３,３００ほどありました。そして、

パッケージベンダーを選びまして、大体その中で２,９００ほどは、そういうようなものが

全部ありますということで、これはオーケーと。そして今度は、その後にパッケージベン

ダーのシステムを使いながら、新規に出たのが３４８件ということで、いわゆる要検討項

目が大体８７０件ほどありました。これを４月から大体４カ月間、我々県も入りながら、

各団体の業務原課の担当者同士で大変な議論をして、それで最終的には、最後１３３件に

落ちつきました。これは割合からいいますと、１８.９％が残ったということであります。

今現在、１８.９％の内容を各団体のほうに持ち帰りまして、今度はこれがほんとうに要る

のかと。要するに担当者の趣味じゃないかとか、そういうようなところなんかの議論をし

て、今ちょうどやっております。多分、今の想定では、１３３件のうちのほとんどは、と

にかく何かの手段でやろうということで解決しそうな話であります。 

 ということで、資料１にあるとおり、今のパッケージというのは相当に磨かれておりま
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すので、それをそのまま使えることは使えるんですが、問題はリーダーシップをだれがと

るかという話であります。前回も申し上げましたけれども、今回、通常で入れますと、い

わゆる業務原課対情報主管課の対立になるんですね。例えば、業務原課はこれが絶対要る

と。だけど、ほんとかなんていう話になるんですけれども、今回は参加団体の同一業務を

やっている人たち同士での議論だったので、ああそうなのかというようなところが大分あ

ったので、ずっと落ちついた。ただ、それも、そういう状況を、例えばうちの県の場合だ

ったら、ある市が音頭を取って一緒にやりましょうと言っても、なかなか乗ってきてくれ

ないですね。だからそこに県の役割が出てくるだろうと。それで、今回、自治体クラウド

というものがありましたので、我々も大手を振って調整作業に入ったのですが、これを何

とかシステム化していただきたいというふうに、まず１点思います。 

 それから、最後に説明がありました地域情報プラットフォームのことでありますが、こ

れから広域行政というふうになる中で、システム間での問い合わせ、各市同士の問い合わ

せというのが結構あると思います。例えば住登外で、Ａ市にＢ市の方が家をつくったとい

った場合に、Ｂ市に住んでいる方はＡ市の住民ではないわけです。だから、例えば共通番

号等がありましたら、それが来たときに、この人はどういう人だというのがぱっと向こう

側のシステムに聞きに行って、そしてそういうような情報をちゃんともらってくる。そし

たら今度はその後、Ｂ市に住んでいた方がＡ市に移ったときも、この人はこの住登外のこ

の人だというのがすぐにわかるわけです。だから、そういう共通番号は当然要るんですが、

いわゆる円滑に聞きに行く方法を、いわゆるＳＯＡとよく言っているようなんですけれど

も、今の地域情報プラットフォームというのが仕様書という形でまとまっているんですが、

もう一歩深まって、例えばこういう技術でこういうふうに書けばよろしいというような実

装レベル、例えばＳＯＡＰとか、ああいうように、こう書けばこういうふうに問いますよ

というようなレベルまで、これを何とか掘り下げていただきたいというふうに思っていま

す。 

 それと最後、情報ネットワークの件でありますが、通常のインターネットを使ってやる

というふうになりますと、例えばＩＰ－ＶＰＮにしても何にしてもそうなんですけれども、

中は絶対に安全だというのはわかるんですけれども、いわゆる各市が市民に対する説明の

ときに、ほんとうに大丈夫かということに対して、なかなか説得力がないということで、

今、我々は総合情報ネットワークといいますか、ＬＧＷＡＮを持っています。第３次ＬＧ

ＷＡＮ構想をちょうど今やっていまして、この中でやっていたのが、つまり、経路内もさ
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らに暗号化するかという大議論がありまして、最終的には多数決で暗号化すると。ただ、

ベンダーに言わせれば、暗号化なんて意味がないと言うんですけれども、これは意味がな

いんですけれども、住民に対しては、これだけ安全なんだと言えると。そういうようなこ

とを含めまして、それをちゃんとうまく使っていってやっていきたいと思います。ちょっ

といろいろ言いましたが、すみません。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。現場の実務として重要なご発言だと思い

ます。ありがとうございます。 

 ほか。大山委員、お願いします。 

【大山委員】  ２つほど意見を述べます。まず、簡単なほうから。今回のこういう構想

を進めるときに、せっかくある意味で閉域網でやるのであれば、ＩＰｖ６を採用してはい

かがでしょうか。これが１点目です。ＩＫＥなど、暗号化のための鍵交換の仕掛けもでき

ていますので。 

 ２つ目です。これは資料３の確認をさせていただきたいので申し上げます。資料３の施

策のところの１で、「自治体による事業者の」と書いてある３－１のページですが、その中

に括弧書きで、「クラウド事業者変更の際にデータ移行を可能とする」と書いてあります。

３－２を見ると、３－２の２．の下のほうですが、データの表現形式の中の中間データの

標準化と書いてあります。ここを見ると、データ移行の作業イメージが、前のページの３

－１のところと直接関係なければ、そのとおりかもしれませんが、Ａ市、Ｂ市、Ｃ市と書

いてあって、右側に行くと新たなデータ移行の方式が書いてあります。同じデータ移行で

すが、意味が違っているのかというのをまず確認させてください。 

 さらにあるのは、新たなデータ移行の説明のときに、３－３ページの「中間レイアウト

（例）」とあって、この中で格納階層がより浅い方式を採用すると言っていますが、これを

規定する必要性があるのかどうかを教えていただきたい。逆に言うと、各社が持っている、

３－２のほうでもう１回使うと、新たなデータ移行については、旧システムから新システ

ムへというのがベンダーさんをかえる、あるいは自治体も変わる──自治体が変わるとい

うのは、自分のところから自分のところへ行くのかもしれませんが、その深さも含めて、

いろいろこの先の業務を考えると、それぞれの努力もきっとあるかと思います。大切なこ

とは、今のシステムで旧システムから中間標準レイアウトへ取り出してくる方法ができて

いないということです。移行のソフトウェアをおつくりになるというお話ですが、そのソ

フトウェアは旧システム上で動くとは思えないので、ここのところについての具体的な説
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明を、もしおありであれば教えていただきたいと思います。 

 それと、旧システムから新システムへは、同じベンダーでも一度新システムへ移ったら、

中間的な標準レイアウトにもう１回戻せることが必要で、その意味では右側のところの矢

印は双方向ではないでしょうか。そうすることで、より競争的な環境をつくれるのではな

いかと思います。 

 以上です。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。これも重要なご発言だったんですけれど

も、最後のところのデータ標準化、中間標準レイアウトのところですが、これについて事

務局から何か、お願いいたします。 

【猿渡高度通信網振興課長】  今、ちょっと予算要求段階で甘いかもしれませんが、基

本的には、これは関係事業者さんに広くお声がけをして、自治体の代表の方にもご協力を

いただきながら、中間レイアウトは作成するんだけれども、それに対する出口ですね、確

かに大山委員おっしゃるように、今ありません。そこについては、各社で準備をしていた

だくというような形でお願いをせざるを得ないという前提での予算要求になってございま

す。ですから、各社のものにそこまで国のほうで手を入れて国費でやるというのはちょっ

と厳しいという前提での要求内容になっております。まさに、委員おっしゃるように双方

向、これは図がそうなっているだけですから、当然、双方向もできなればならないという

ことであります。 

 それと、ついでで恐縮なんですが、山戸委員が先ほどおっしゃいましたシステム間でい

ろいろなデータのやりとりが必要だということにつきましては、これもまだ要求ベースで

恐縮なんですが、本日は資料をお持ちしなかったんですが、資料３の２－１から２－３と

いうものにつきましては、別にこれを使わなくてもいいんですが、ＩＤ－ＷＳＦとか、い

ろいろな技術があって、データセンターを離れた間でのアプリケーションの相互のやりと

りというものをきちんとＰＫＩの技術を使ってやれるというもの等がありますので、それ

でやらせていただいて重複のシステムをなくしていく。コストを下げるという形で今要求

しております。ちょっときょうはお持ちせず、すみませんでした。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。どうぞ。 

【大山委員】  ありがとうございます。回答をいただいたのですが、１つだけ確認です。

旧システムから表の中間へ持っていくのが難しいのはわかります。予算の範囲もわかりま

した。問題は、新システムから行くときに、新システムから中間に戻せるように、この口
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をつくっていくことを推奨しないと、また同じことになると危惧します。せっかく中間の

ものをつくるのであれば、双方向にできる仕掛けを用意なさるのがいいのではないかと思

います。口をつくるという意味ですね。 

 また、先ほど言ったもう１個の、次のページのところにある各自治体の努力によって記

述されるものについては、どういうものがあるのかをはっきりすることが重要で、それを

消していくという仕掛けを採用しようとしていますが、標準とオプションみたいな格好の

記述の仕方を決めてあげるのが、国際標準でしたら、必ずそっちへ行くと思うので、発展

の余地を残すというのも大切ではないかと考えますので、ぜひご検討いただければと思い

ます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。 

 佐々木委員、お願いします。 

【佐々木委員】  安全性の問題についても論点になっておりますので、私のほうから考

えていることを少し述べたいと思います。今回の場合、いわゆるパブリッククラウドにお

いて、セキュリティの問題、安全性の問題というのがいろいろ指摘されているのでありま

すけれども、今回の場合につきましては、閉域網になっていくというようなこともあって、

いわゆるパブリッククラウドでいろいろ心配されている問題への対応というのは比較的少

ないかなと思っています。ですから、従来からいろいろ言われてきたセキュリティ対策を

地道に詰めていって、必要なものをやっていくという努力が必要なのかなというふうに思

っております。 

 そういう中で、安全の問題で抜けがちなものを少しお話ししておくと、１つは、先ほど

大山委員のほうからも出ましたけれども、ＩＰｖ６の問題をどうするんだという話であり

ます。これはアメリカの連邦政府のほうでは２０１２年からＩＰｖ６を導入していこうと

いうような話もあります。一方、ＩＰｖ６というのは、ＩＰｓｅｃとペアになっているか

ら安全性が高いというふうに言われておりますし、それ自身は確かなんですが、ＩＰｖ６

だけでセキュリティはつくれないわけですね。例えばＤＤｏＳ攻撃に対しては、ＩＰｓｅ

ｃでは対応できない。あるいはファイアウォールを設定しようしたとき、そのファイアウ

ォールがＩＰｖ６に対応しているかどうかとかいうふうな問題があると、結構まだ少ない

とかいうような問題があって、このｖ６のセキュリティについては、いろいろな検討をし

ていく必要があるというふうに思っております。これは、ｖ６はもうやらなきゃいかんと

いうか、いいか悪いは別にして、そういう方向になっていくので、セキュリティの問題は
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よく検討していく必要があると思っています。特に不正ＲＡだとか、いろいろなｖ６のセ

キュリティ上弱い問題がいろいろ指摘されておりますので、この辺の検討が必要かと思い

ますし、もう一つは、ｖ６を採用していないから、ｖ６のセキュリティは関係ないよとい

うふうに思っているかもしれないんですが、Windows７とかVistaは、実はネットワーク系

への口というのはｖ６のほうがデフォルトなんですね。だから外からちょっかいかけられ

ると、実はｖ６を使ってやりとりしてしまうという可能性もあって、そこをねらった攻撃

も心配されておりますので、その辺も含めて、ｖ６を入れるか入れないかという検討、そ

れから入れないとしても、今言ったような点に関する検討というのはよくしておく必要が

あるだろうなというふうに思っております。 

 以上です。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。セキュリティ上重要なご発言だと思いま

す。これに関連しまして、私もちょっとネットワークセキュリティについて発言させてい

ただきます。現在、総務省が管轄しておりますＮＩＣＴで新世代ネットワークというもの

の研究開発が進められており、これはヨーロッパ、アメリカとの競争と協調でやっている

わけですが、アメリカはＮＳＦ、全米科学基金がＧＥＮＩというプロジェクトを立ち上げ

ていますし、ヨーロッパはFramework７で、新世代のネットワークで、これはＩＰプロトコ

ルからの脱却、もっとセキュアなネットワークにしようということで動いています。昨年、

ＥＵ・ジャパンのシンポジウムがちょうど今ぐらいの時期だったでしょうか、１年前ぐら

いに開かれて、私も報告しましたけれども、主なテーマは仮想化を行うと。全く新しいオ

ーバーレイをベースにして仮想化を行う。日本側の発表も大体そういう発表から、アメリ

カ側も相当強く推進しております。 

 クラウド化に絡んで、今マイクロソフトとグーグルがＩＰ、インターネットプロトコル

からの脱却を今やりつつあって、マイクロソフトは暗号名がSydney、コードネームと言っ

ていますけれども、Sydneyというプロジェクトを動かして、これも仮想ネットワークでセ

キュアな環境に持っていこうとしています。 

 それからグーグルはもう既にいち早く、去年からそれをスタートして一部使っています。

ＩＰをベースにして考えるということも戦略としてはあって、今、お二方のご意見があり

ましたけれども、その方向で技術的に詰めていかなきゃいけないものもあるし、もう一つ

は、せっかく総務省技術開発の部局で新世代のネットワークも検討されておりますので、

この可能性、それから実際に運用するに当たって、あるいは使うに当たって、課題、問題



 -27- 

点がどこにあるか。ここら辺もちょっと考えていただくと、総務省でお考えの技術開発な

んかも実際に活用する場もできるのかなというふうに思います。そこら辺の検討もまたよ

ろしくお願いいたします。 

 ほか何かございますでしょうか。山戸委員。 

【山戸委員】  先ほどのデータコンバートのほうなんですけれども、やはり外字の問題

はどうしても避けて通れない話でありまして、外字の同定作業だけでも大変なことであり

ます。これはお願いというベースでいくと、やはり行政手続の中では外字は使わないとか、

そういうようなことができないのかなというのが一つと、もう一つは文字コードの問題。

例えばＳＯＡＰでも何でもいいんですけれども、コードイコールでＵＴＦ－８と書くのか、

何に書くのか。相手方がこれだから、こういうふうに書きかえなくちゃいけないなとかし

ていくと、結局、個別のプログラミングになってしまうので、やはりそういう文字コード

なんかも一緒に検討していかないと非常に厳しいかなと。 

 あとコンバートをするときの話なんですけれども、データのコンバートはいいとして、

例えば中で使っているフラグといいますか、フラグはそのままもらったんじゃ、１と言っ

たって、これは一体何なんだというのがわからないので、結局、標準化するときに、フラ

グなんかは目に見える形で変換しないと、今度その次にもらった者がなかなかわからない

というので、コンバートの問題は非常に深いところが一つございます。 

 それともう一つが、仮想化に載せる話なんですけれども、現在、実は本県でもあるシス

テムを仮想のほうに載せようとすると、そのメーカーが仮想に載せるための検証費で３,

０００万円くれと。何するんだろうと思うような話なんですが、データコンバートじゃな

くても、仮想化上でちゃんとやるかどうか。そういうところも検証については非常に問題

かなと。この前、日本オラクルの方に聞きますと、オラクルはＶＭwareには対応していな

いというふうにはっきり書いています。だから現実にこれがちゃんと動くかどうかという

ことと、対応するかどうかというのはまた別な問題なので、そこもどうするかというのは

一つ要るかなと思います。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。これも重要なご発言だったと思います。

何かこの点を含めて、今、山戸委員からおっしゃっていただいた問題、ＶＭ対応の問題、

それから外字は自治体にとってきわめて重要な問題で、いろいろな自治体からいろいろな

ご発言があるんですけれども、これも含めて、何かあればお願いいたします。 

 じゃ、事務局、お願いします。 
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【猿渡高度通信網振興課長】  まず、文字コードですが、仄聞しているところによりま

すと、いろいろな事業者さんがお使いの文字コードも変換のテーブルはできていると。し

たがって、文字コードを変換するについては支障がないというふうに聞いております。た

だ、外字につきましては、各自治体が、言い方がちょっとあれですけど、勝手につくって、

勝手に埋め込んであるということで、そこはシステムというよりもルール、運用の話とし

て考えていただく必要があるだろうし、それにとって総務省として果たすべき役割があれ

ば、果たす必要があるのではないかというふうに思います。 

 それと、仮想化につきましては、先ほどクラウド移行時に受ける検討事項というところ

でも出しましたけれども、ハードウェアの仮想化、ＯＳの仮想化、アプリケーションソフ

ト、仮想化というのは、私は共同化と言いかえても構わないと思うんですが、そこがどこ

まで製品としてできていて、したがって、その結果、どこまでコスト効果があらわれてい

るかというのを、導入時にご検討賜ればありがたいなというふうに思います。どこがどう

とは言えませんが、ＣＰＵとかメモリのハードウェアを含めて、ＯＳからアプリケーショ

ンまで仮想化というか、共同利用するという製品も既にリリースされておりますし、また

違う社の考え方としては、ミドルウェアやＯＳまで仮想化していいけど、アプリケーショ

ンというのは個別のクライアントさんごとに別々に運用するほうが、安全かつ誠実な対応

じゃないだろうかというような考え方のもとに構築されているところもありますし、そこ

は導入の際にそれぞれの自治体において、コストとの比較の中でご検討賜ればなというふ

うに思います。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。ほかに何かございますか。 

 新免委員、お願いします。 

【新免委員】  若干繰り返しになる部分があるのですけれども、一つ大分県さんが今や

られているようなものの標準化されたものの成果をどれだけみんなが共有できるかという、

ベンダー経由で提供されても、ちょっと抵抗あるんですね。これがオーソライズされた形

で提供されるということが重要だと思うのですけれども、そのルールを確立してほしいと

いうのがまず第１点です。 

 それから、今の外字の問題も当然そうだし、ベンダー系から一定のルールの中でやられ

ているものと、それからもう一つ、全国的な協議会というのがいろいろ業務ごとにつくら

れて、そこで協議されて一定のルールがつくられているというケースが結構あると思うん

ですね。この辺の統一的な協議会のあり方だとか、そういった議論ができるような仕掛け
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にならないのかなという思いがありまして、例えば、私のかかわっているものだけで見て

も、ＬＧＷＡＮから、いわゆるｅ－Ｔａｘ、ｅＬＴＡＸ、それから公的個人認証とかいろ

いろあるわけですけれども、そういったものが組織としては全く別なもので動いているの

で、こういった組織を一本化することによって、一定の方向性というのが見えるような形

に持っていけないのかなということを前々から思っているのですが、こういう機会に、ク

ラウド実現という中で言えば、それらの業務というのは、多分一つの方向に向かわざるを

得ないのだろうと思うし、そういった議論をする場をつくれれば、おもしろいのではない

かなという気がしています。 

【須藤座長】  じゃ、お願いいたします。 

【原田委員】  京都府では業務の共同化、課税業務の共同化をはじめとして、税業務の

共同化とか、国保の共同化、こういったことを実現するためにシステムの共同化、クラウ

ド化ということを進めております。そのシステムの共同化を実現する上で超えなきゃなら

ない壁として、１,８００人から１８万人、１９万人の市まで共通で使えるシステムを実現

するとか、それ以外にデータ移行の問題なんかも、業者さんの責任ばっかり強調されるケ

ースが多いんですけれども、実際は当該市町村さんで今までデータの整理をしっかりされ

ていなかった。そういったツケを１０年間、２０年間分を一気に払われる。そこの部分も

性格としてありますので、お互いの問題として、そういった問題を乗り越えてきました。 

 結局、業務の共同化を実現して、京都府のほうでは定数削減、業務の共通化、効率化と

いったようなことを実現するということで、実際、今定数削減とかの問題でえらい苦労し

ているんですけれども。このクラウドの話も、クラウドの実現した先のお話、クラウド実

現というのが目的ではなくて、おそらく手段であって、その先、雲の先にあるものは何な

のかというお話を具体的にいろいろとご指導いただくと、もっと話が具体化して、いろい

ろと効率的に物が進んでいくのかなと。例えばクラウドが実現すれば、自治体の縦割りが

解消されて、生保の引っ越し請負の問題とか、そういったものが解決されたり、社会の効

率性が大幅に向上したり、それから政策の自由度が大きく向上するとかいったような、そ

ういったようなことが、おそらくはクラウドが実現した先には多分あるんだろうなと。そ

ういった世界を具体的に見せていただけると、こうした議論もより効率的に、また実効性

のあるものとして進んでいくのではなかろうかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。新免委員、それから原田委員、自治体サ
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イドからすれば、こういうふうになるんだというイメージ、それからそれに基づく共同と

いいますか、ロードマップといいますか、そういうものをきちんと描くべきだというご発

言だったと思います。ありがとうございます。 

 ほか何かございますでしょうか。 

 大山委員、お願いします。 

【大山委員】  ちょっと違う観点からですが、今日の資料５でＡＳＰ・ＳａａＳの導入

活用ガイドラインの話が出てきて、非常によかったと思っていますが、この中でちょっと

気になるのは、ＳＬＡの重要性が、現場にどれくらい浸透しているかということです。具

体的に、もしわかるのであれば教えていただきたいのは、各自治体のＳＬＡがどういうレ

ベルになっていて、それによる経費が幾らになっているかです。例えば霞が関のほうでも

同じことが起こっていますが、２４時間稼働と言っている場合と、それから障害が起きた

ら１５分以内に修理に駆けつけるというようなことです。１５分以内と規定すれば、保守

要員は大体そこのそばに住むことになります。このことからすると、同じベンダーさんで

も、別々の場所で行えば、個別契約のために費用の総額は高くなるでしょう。裏返しは、

システムを集約して一括で契約することで、結果として同じサービスレベルでも安くなる

と期待されます。従来のやり方であれば、どこかに予算を集約すれば、一括契約も可能に

なりますが、縦割りの予算を集めてくることができなければ、要は自分たちで自分たちの

首を絞めているだけで、知恵があるにもかかわらず、それができないという実態が起こっ

ているのではないでしょうか。 

 その意味では、自治体さんの中には、共同アウトソース等を行っているところがあり、

この研究会の目標に一歩先んじていると期待しています。クラウドという言葉の定義に戻

りますが、例えばデータセンターに各自治体のシステムを集めれば、同じベンダーのもの

に対しては、同じＳＬＡのレベルを維持しても運用経費は下がると思われます。 

 それから、先ほど山戸委員からお話があった件ですが、１つ何かを変更すると、たしか

仮想化の話だったと思います。この場合も、動作の保証は不可欠でしょう。ソフトウェア

によっては、パラメータを１個さわるとか、何かの定数を変更するだけで、その影響がソ

フトウェア全体に影響する可能性があります。その影響を全部調査して、ソフトウェアを

修正してテストするのでは、結局、テスト工数が全然減らないので、多くの経費が掛かり

ます。修正作業としてはパラメータや、数字を変えるだけと思っても、そのテストに要す

る経費は同じになります。複雑で大きなシステムでは、１個所の変更でもマンション一部
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屋を買えるぐらいの値段がかかることがあります。このことをよく考えておくことが重要

と思います。 

 この観点からもクラウドの利用という方向は正しいと思いますが、仮想技術までほんと

うに持っていくのかは、利用者かサービス提供者かでその判断基準は大きく変わります。

ＯＳの違いまで吸収するような話をほんとうにやるのかは動作保証の責任の所在を含めて

判断すべきものと考えます。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。これも重要な論点だと思います。今後、

きちんと詰めていかなければいけないと思います。ありがとうございます。 

 今の大山委員のご発言を踏まえてでも結構ですし、ほかの点でもいいですけれども、何

かございますでしょうか。 

 岡村委員、お願いします。 

【岡村委員】  ＳＬＡの話が出ましたので、その話について申し上げます。きょう資料

としてつけていただいた、私が書いたものをおまとめいただいた資料４－２をごらんいた

だければと思いますが、もう少し端的に申し上げますと、ＡＳＰにしても、ＳａａＳにし

ても、基本的にはサービス提供契約の内容によって決せられます。ところが、現実にベン

ダーさんの中には、どこの国にサーバが置いてあるかもわからないので、どこの国の法律

が適用されるかもわからないというケースが発生しています。そのため、何か事故が起こ

ったときに、どこが現地なのかわからず、駆けつけることすらできないような状態になっ

ているというのが現状でございまして、下手をしますと、いくらしっかりとＳＬＡを書い

ていても画餅に終わりかねないということが懸念されます。さらには、所在地国の強行法

規が契約に優先することになりますので、その強行法規によって例えば所在地国の法執行

機関が無断でデータの中身を見ることができるとか、というような形になっていると、機

密保持という点から非常に困った事態になると。それが契約というものの限界です。 

 おそらく資料５というのは、データが外国に出るという話ではなくて、国内のデータセ

ンターへ専用線接続をすることを前提に組み立てておられるというのが前提になっている

と思いますので、今、他方でできるだけ安く上げるためにパブリッククラウドを使おうと

いうような同項があることを考えますと、全くリスクを考えないで一部で導入が進むこと

にならないか、どうしても懸念せざるを得ないと思うわけです。特に、日本の国法が及ば

ないとか、日本国の法執行の権限が及ばないというような形のものというのでは、住民に

対する責務が果たせているとは言えないのではなかろうかということです。 
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 現実に、公的部門が締結しているクラウドの契約を拝見しても、資料５にお書きになっ

ているような内容だったらいいんですけれども、むしろ、実際に結んでおられる契約の中

には、ベンダーさんの側で一方的に作成した契約条項に近いようなものもあって、完全免

責条項なんかが入っています。ＳＬＡというのは、いわゆる松竹梅のようなものでして、

竹クラスのサービスを選べば、たしかにそのクラスのサービスは受けられる半面、それよ

り上の松クラスのサービスは受けられないという両面があるんだと。もっと高い松クラス

のサービスが必要であれば、もっと高い料金を払って、松クラスのサービスを購入してく

ださいというような形になります。したがって、ＳＬＡというものの実際の意味をしっか

りと認識する必要があります。特にデータが国外に出ていった場合には画餅に終わる可能

性というのが憂慮されることは、前にも申し上げたとおりです。そういう意味で、国内に

ある国内のデータセンターで対応することが重要だと考えます。国内のベンダーさんでも

国外のベンダーさんでも結構ですので、日本国内にそういう拠点を置いていただくことが、

ＡＳＰ・ＳａａＳの導入活用ガイドライン的なものを生かすための最小限の要件になるん

じゃないかと思う次第でございます。 

 以上です。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。ただいま岡村委員からお話しいただきま

した後半の部分について、これも重要な論点になると思います。前半ももちろん重要なん

ですけれども。外国の企業が最近、今、岡村先生のご発言にもあったようなことがありま

すので、国内に今、データセンター建設の動きが活発化していますし、その動向を見て、

複数の自治体から誘致の動きが活発に動いています。私も九州のある県の方から相談を受

けまして、そこに招きたいということで、どうやったらいいんだろうかというようなご相

談を受けたことがありますけれども、今活発に動いていますので、おそらく国内の拠点整

備は、国内企業と提携で進められる外国企業は多いと思いますけれども、今後、結構いっ

ぱい出てくるだろうというふうに思います。 

 それから、ＳＬＡについては、岡村先生のおっしゃるとおりで、私もこれに関連しまし

て、甲府市役所が、ＡＳＰって当時言っていたんですけれども、事実上プライベートクラ

ウドに発展するものですけれども、ＳＬＡを決めるに当たっては、法律の専門家の先生を

きちんと顧問として自治体に契約していただいて、かなりＳＬＡについてはチェックをい

ただいております。その上で職員の研修を重ねて、ＳＬＭですね、マネジメント能力をか

なり強化したということがございました。現在も私は甲府市のＰＭＯ、Project Management 
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Officeの副委員長、委員長は副市長がなさっています。それから職員、部長級から係員ま

で含めてかなり出て、今、ＮＥＣを中心とするコンソーシアムが形成されておりますけれ

ども、数字に基づいて、かなり膨大な資料が定例会議で出てくるんですけれども、それに

基づいてチェックをして、甲府市役所の場合はペナルティーも職員と事業者の間で決めて

いきますし、それからボーナスポイントというのもあって、予定よりもかなりパフォーマ

ンスがよかった。例えば法改正に基づいて緊急に処理しなきゃいけないシステム改修が発

生したときの迅速な対応などが行われた場合は、事業者に対してボーナスポイントをつけ

て、契約よりも一定程度高いお金を支払う。これも契約に含めています。そこら辺も含め

て、やはり法律的知見も今後かなり現場サイドでも重要になってくると思いますので、そ

の体制整備について、今後きちんと指針、こうあるべきだということは言ったほうがいい

のかなと思います。ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 辻副座長、お願いします。 

【辻副座長】  今まで私もお話をお伺いしていまして、特に今回の話は、自治体全体の

中で行革効果を上げていくということを考えますと、個別自治体の最適化とか、それから

個別システムの最適化もさることながら、全体としてどうやって普及させていくかという

のが大きな課題になると思うんですね。 

 そこで、３つばかりお伺いしたいというか、確認したいことがあるんですが、結局、き

ょうの話にもありましたとおり、このクラウドの話は対象システムをどこまで考えて、そ

れから既存のシステムがどういう状況になっているのかと。あわせて、冒頭説明がありま

した標準化の作業ですね。これがどう進むかにもよりますが、しかし、通常の自治体の総

務担当から見ると、結局のところ、対象人口規模でどのぐらいまで人口をそろえたら、ク

ラウドコンピューターで一定の効果が期待できるのかという規模の経済性の話と、もう一

つは各システム間の相互乗り入れといいますか、システム間の範囲の経済性ですね。これ

をどの程度確保したらいいのかと。規模が大きく、範囲が広くなれば一番いいんでしょう

けれども、どんどんシステムとしては巨大になっていって政治的な調整のコストもかかる

と。 

 こうした中で、総務省として、日々技術革新は進みますので、固定的に何か言えること

は難しいのかもしれませんが、全体として期待できる規模の経済性だとか、このぐらいの

範囲まで詰めるといいよというガイドラインが示せないと、結局、導入に当たっての各自
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治体の弊害を除去する財政支援なんかも含めて、スキームを提供しづらいんじゃないかと。

これをどの時点でどういう形で提供するというふうに考えておられるかというのを聞きた

いというのが１点です。 

 それから２点目は、クラウドコンピューターでやっているとき、事実上、共同化を一部

していくわけですが、この共同化の仕方があくまでも、いわば民法上の事実上の行為とし

て共同化していくだけで済む話なのか。それとも自治法上に基づく共同化でしっかり位置

づけていってやらなきゃならないのかと。自治法上に基づく共同化についても、法人格の

ない体制で十分なのか。それともハードまで含めるので、法人格のある組織でつくってい

かなきゃならないのかと。この点について見解を出すのか出さないのか、ある程度詰めた

議論をしておく必要があるんじゃないかと。このことが、先ほど個人情報保護の観点から

も一部議論がありましたが、結局、自治体の中でも、条例で個人情報保護をもちろん設け

られるわけですが、直営でやっている場合は、個人情報保護に違反した場合、最終的には

懲戒というのが一番きつい罰則なんですが、民間業者に委託する場合は契約打ち切りぐら

いで、公務員の懲戒に比べると、かなり実際上は軽くなってしまうと。この点なんかも含

めて、個人情報処理の方法をしっかり考えてほしいというのが２番です。 

 それから３番目に、先ほど外字の話がありましたが、結局、各省の各サービスも基本的

に、ＩＴ技術ですとか、コンピュータークラウディング、コンピューターを考えてやって

いませんので、各サービスの基準は、趣旨を大切にするにしても、少し工夫をすると、か

なり行革効果が上がるというのはあり得ると思うんですね。そういうようなものを、せめ

て総務省関連のものでも悉皆に見直すなりなんなりして提言できないのかと。この作業を

どういう感じで織り込んでいくのかというのを聞かせていただきたいというのが３番目に

なります。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。ただいまの辻副座長のご質問、今事務局

何か。 

【猿渡高度通信網振興課長】  まず、規模の経済ですが、考え方の問題ですけれども、

現在でもパッケージとして売られているものは、これはビジネスベースですが、大体マー

ケットとして何団体ぐらいに売れるだろう。そうすると、開発費をその団体数でおおむね

割った形での価格設定みたいな形になるわけであります。それで、前回試算ということで

やった場合に、２０団体程度というようなことを考えた場合でも、パッケージソフトウェ

アの構築費の割り戻しレベルで１対９ぐらいの差は出てくると、理論的には出てまいりま
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す。ただ、実際上は、そこで実際の取引の場合には安くしてくれとか何とかといろいろ販

売戦術が出てきますので、そうではありませんけれども、そういう形で、何を言いたいか

というと、クライアントが２つになっただけでも規模の経済は確実に出てくる。あとは開

発に携わっているＳＥさんの人件費とか何とかいろいろ諸要素がありますので、規模の経

済だけで必ずしもコストが決まってくるものでもないということがあります。 

 大前提として、どういうイメージかというものなんですが、例えば都道府県単位なら都

道府県単位でまとまって共同発注してつくるという形でもいいけれども、ただ、もう一つ

あり方としては、各ソフトベンダーならソフトベンダーで競争しながら、機能のいいもの

を売っていくというインセンティブをやるためにも、いろいろな事業者の中からそれぞれ

の自治体が隣同士とは違う事業者のシステムでも構わないわけです。今、オンラインがあ

りますから。したがって、その中で選んでいくというような一つのモデルを考えた場合に

は、つくる側がどのぐらい売れるんだろうかというような中で判断をしていきますので、

規模の経済として、このぐらいの団体が集まれば云々というのはなかなか言いにくいとこ

ろである。ただ、一般的に言えるのは、クラウド的な形になってくると、結局、指定都市

１つとれば、５万都市２０以上とったのと同じような形になりますので、したがって、団

体の数というのではまた言いにくいと。だからといって、人口どのくらいを目指してとい

うのも言いにくいというようなあたりで、まことに恐縮ですが、その辺の原理をしっかり

とご提示した上で、判断材料として考えていただくというようなことにならざるを得ない

のではないだろうかと、現在当方では思っています。 

 範囲の経済ですが、これにつきましては、今一般的に言われているのは、住民情報系と

いうのがございまして、住民税とか、固定資産税とか、国民健康保険とか、介護保険とか、

選挙人名簿とか、そういうものはあて名を要するわけであります。あて名については、そ

の大半を住民基本台帳のシステムから取ってくるということになりますから、原則、住民

基本台帳からあて名を取ってくるものというものは、ぐるっと回って一まとまりのほうが

非常に合理的であるというのは一般的に考えておられて、住民情報系という１パッケージ

というのが通常であります。 

 ただ、先ほどちょっと地域情報プラットフォームの話もありましたが、それが仮にデー

タセンターとか事業者を分けても、お互いにデータのやりとり等は何ら支障なくできると

いうような条件整備がされておりますので、そこは別に単一の事業者でやる必要はないん

ですが、くどくど言って恐縮ですが、範囲の経済としては、住民情報系というのが一つの
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まとまりとしてあり得るのであろうと。それとは別に、文書管理とか、財務会計とか、そ

ういう業務系みたいなものは、どちらかというとあまりそれらとは密接に絡んでこないと

いうような形になるだろうと思います。 

 ２番目の共同化の方法は、先ほど申しました、どういうイメージを持つかということに

なるわけでありますが、やり方としては、韓国のように政府でアプリケーションを１つつ

くって、各自治体にまいてしまうという方法も議論の途中ではあるわけでありますけれど

も、現在進んでいる流れとしましては、やはり競争の中でのさらなるバージョンアップを

していくというインセンティブを残していくためにも、複数の事業者さんが競い合ってよ

りいいものをつくっていただく。それについて、各自治体が選んでいただくというものは

残していくということにはなるだろう。そうすると、共同と言っても、北海道の岩見沢市

と鹿児島県の志布志市がたまたま同じ事業者を選んだ。でも、経済効率的には、その結果、

それが割り勘効果がきいてくるというようなビジネスタイプもありますので、結果、自治

法上の形での共同体としての枠をはめないとクラウドの提供主体とかいうのがなかなか厳

しいというのは、実際上困難かなという印象を受けております。 

 それと、３番目は、まさにおっしゃるとおりでございまして、先ほども申し上げました

けれども、外字の問題等も、どちらかというと、意思とリーダーシップの問題であります

から、各団体が必要に迫られて、例えばユニコードの適当な領域に自分の団体でしか使わ

ない字をぱんを入れて、隣の町はたまたま同じ外字なのに違うコードを割り当てるとか、

そういうふうなことが起こらないように一定のルールを設定して、そしてルールづけをや

っていくということは必要であるし、それによって大きな行革効果というのは期待できる

のではないかというふうには思います。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。時間も限られておりますので、どうして

もというご意見がある……。 

【大山委員】  簡単な話をさせてください。 

【須藤座長】  大山委員、お願いいたします。 

【大山委員】  非常に簡単な話ですが、補佐官の連絡会で経済産業省のＣＩＯ補佐官が

外字について努力してきているので、使えるかどうかを見ていただきたいと思います。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。実は私もそのプロジェクトに絡んでおり

まして、特に、おそらく自治体さんの要望などを聞いて動かれていると思うんですけれど

も、経済産業のプロジェクトで、これはＩＰＡが具体的に開発しているんですけれども、
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５月に発表された新ＩＴ戦略でも戸籍謄本、抄本のコンビニ発行というのが出ております。

これは住民票と違って、かなり細かな具体的な外字が要求されますので、そういう動きに

対応されていると思うんですけれども、それをどうやって使っていただくかが、外字を８

万字ぐらい用意していると思いますけれども、ダウンロード型で持っていきたいと。自治

体が自由に使えるようにしたい。今、大山委員、それから事務局のほうからおっしゃって

いただいたように統一的なコードを振りつけているので、それを自治体で使っていただき

たいと。共同でやっておけば非常に便利になるんじゃないかという、総務省の動きもにら

んだおそらく技術開発だと思います。そこら辺も情報交換していただきまして、使えるも

のは使えるようにすべきではないかと思います。 

 ほか何かございますでしょうか。山戸委員。 

【山戸委員】  今の外字の話なんですけれども、各団体の意思とリーダーシップという

ことではありますが、やはり何かの根拠がないと、市民から、要するに私はこういうふう

にやっているのに違うじゃないかと言われたときに、ノーと言えないところが現実にはあ

ります。だからそういった意味で、全国通常行政においてはこの範囲、今のようなお話の

経産省でもやっているような話とか、そういうようなところを、なぜだというふうに言え

ば、実はこうこうこれがあるのでごめんなさいと言えるんですけれども、やはり何か必要

だと思います。 

【須藤座長】  どうもありがとうございます。どうしてもということがあれば、おっし

ゃっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 きょうさほど中心的議題にはなりませんでしたけれども、事務局のほうでもよくお考え

のように、データ標準化、一部委員からご発言いただいてありがたかったと思いますけれ

ども、これをどうするかということをきちんと対応しなければならない。特に自治体クラ

ウドが複数立った場合のデータ形式、特にＸＭＬが望ましい。ＣＯＢＯＬで書いてもＳＯ

ＡＰで見出してということになると思いますけれども、そのときのタグとスキーマをきち

んとしないと、お互いに不都合が生じるということになります。その変換のシステムにつ

いては、内閣官房で去年の１０月２６日だかに、私が委員長でしたけれども、発表させて

いただいた構想があって、一部自治体ではそれをベースにして、今いろいろお考えのとこ

ろもあるんですけれども、それから総務省では、きょうご発表いただいた地域情報プラッ

トフォームのところのシステム連携のデータ連携ですね、ここら辺のいろいろご検討、そ

れから実証実験がありますので、福岡なんかはやられていると思いますけれども、そこら
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辺のところともうまく連携してやっていただきたいというふうに思います。 

 クラウドの動きで、実は、さっきのデータ連携ですけれども、実際にクラウド化が進行

すると、クラウドとクラウドを結びつける、業者が違うクラウドですね。このデータの問

題というのは国際会議では出ておりまして、ちょっと宣伝になりますけれども、１０月に

ワールドコンピューターカンファレンスで私の書いた論文が収録されておりまして、それ

は日本政府の動きを踏まえて、さらにＸＭＬのデータをどうお互いの組織に合うように変

換するかという中間的な装置の基本設計みたいなものを書いております。グーグルなども

それを非常に問題にしておりまして、グーグルも今後、マイクロソフトのＡｚｕｒｅとデ

ータ連携できなきゃいけない。あるいはＩＢＭのクラウドとデータ連携しなきゃいけない

というとき、ＸＭＬのデータのタグ、スキーマをどう切りかえていくかというのは差し迫

った問題なんですね。これは自治体クラウドでも絶対出てきますので、そこら辺を考え、

韓国のようにはいきません。韓国みたいに統一的なものを強引に使えということはできま

せんので、そこら辺の変換のシステムさえ入れておけば、自立性を踏まえた上で、これは

豊田委員からもありましたように、自治体の裁量権をある程度認めた上で、統一的なフレ

ームワークを政府のほうで誘導するという形に持っていけると思いますので、ご検討が必

要だろうと思います。 

 ほか何かございまでしょうか。なければ、どうしてもということ以外は、もう時間が来

ておりますので、ここら辺にしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 では、どうも活発にご発言いただきまして、ありがとうございました。いずれのご発言

も自治体クラウドを進めるに当たって、きわめて重要なご発言でしたので、本日いただき

ましたご意見等を踏まえまして、事務局で整理の上、各検討課題について、次回も引き続

き議論を深めて、実り多いプロジェクト、自治体の新しいフレームに持っていければと思

います。 

 最後に、事務局からご連絡をお願いいたします。 

【事務局】  事務局でございます。本日は長い間どうもありがとうございました。ご議

論いただいた内容につきましては、一度事務局で議事録を整理した上で、また皆様のほう

にご確認の意味も含め、お送りさせていただきます。また、本日ご発言できなかった部分、

あるいは後日思いつかれた部分を含めて、追加のご意見等ございましたら、いつでも事務

局までお教えいただければありがたいと思います。ありがとうございました。 

【須藤座長】  どうもありがとうございました。 
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 それでは、議事は以上とさせていただきます。本日はご多用のところ御出席、ありがと

うございました。またよろしくお願いいたします。 

 

 

―― 了 ―― 

 

 


